
住宅性能評価料金表 令和 6年 4月 1日改正 
 
表１ 設計住宅性能評価料金表 

 床 面 積 の 合 計 設計評価料金（消費税込み・単位：円） 

一戸建ての住宅 
２００㎡未満 ６６，０００ 

２００㎡以上 ８８，０００ 

共同住宅等 

２００㎡未満（木造に限る） ５，５００×Ｍ＋８８，０００ 

２００㎡以上５００㎡未満（木造に限る） ５，５００×Ｍ＋１４３，０００ 

１，０００㎡未満 ５，５００×Ｍ＋１９８，０００ 

１，０００㎡以上２，０００㎡未満 ５，５００×Ｍ＋２９７，０００ 

２，０００㎡以上３，０００㎡未満 ５，５００×Ｍ＋４４０，０００ 

３，０００㎡以上４，０００㎡未満 ５，５００×Ｍ＋５５０，０００ 

４，０００㎡以上５，０００㎡未満 ５，５００×Ｍ＋６１６，０００ 

５，０００㎡以上１０，０００㎡未満 ５，５００×Ｍ＋８８０，０００ 

１０，０００㎡以上 ５，５００×Ｍ＋１，４３０，０００ 

（Ｍは、設計評価の対象とする住戸数） 

 

表２ 変更設計住宅性能評価等料金表 
１．当機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の場合 

変更の内容 変更設計評価料金（消費税込み・単位：円） 

（１）評価等級を上げる場合 評価項目１項目につき、変更申請に係る住宅の床面積の合計に応じ、表１により算出さ

れる額の５分の１の額 

（２）床面積の増減により変更する場合 （１）戸建住宅にあっては、増加及び減少する部分の床面積の合計に応じ、表１により算

出される額の２分の１の額 

（２）共同住宅等にあっては、増加及び減少する部分の床面積の合計を２分の１にした床

面積に応じ、表１により算出される額の２分の１の額 

（３）上記（１）（２）の変更を併せて行う場合 変更後の住宅の床面積の合計に応じ、表１により算出される額 

（４）上記（１）から（３）に該当しない変更を行う場合 評価項目１項目につき、１１，０００ 

２．他の機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の場合 

他の機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた後、当機関に変更設計住宅性能評価申請を行なう場合の料金は、変更申請に係る床面積に応じ、表１に 

より算出される額とする。 

 



 

表３ 建設住宅性能評価「新築住宅」料金表 
１．当機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた住宅の場合 

 床面積の合計 建設評価「新築住宅」料金（消費税込み・単位：円） 

一戸建ての住宅 
２００㎡未満 ９９，０００ 

２００㎡以上 １２１，０００ 

共同住宅等 

５００㎡未満（木造に限る） （２，２００×Ｍ＋２７，５００）×Ｎ 

１，０００㎡未満 （２，２００×Ｍ＋３８，５００）×Ｎ 

１，０００㎡以上２，０００㎡未満 （２，２００×Ｍ＋５５，０００）×Ｎ 

２，０００㎡以上３，０００㎡未満 （２，２００×Ｍ＋８８，０００）×Ｎ 

３，０００㎡以上４，０００㎡未満 （２，２００×Ｍ＋１２１，０００）×Ｎ 

４，０００㎡以上５，０００㎡未満 （２，２００×Ｍ＋１５９，５００）×Ｎ 

５，０００㎡以上１０，０００㎡未満 （２，２００×Ｍ＋２２０，０００）×Ｎ 

１０，０００㎡以上 （２，２００×Ｍ＋２６９，５００）×Ｎ 

（Ｍは、設計評価の対象とする住戸数） 

（Ｎは、必要な現場検査の時期の回数） 

※建設住宅性能評価「新築住宅」申請には上記の料金の他に、別途、紛争処理支援センターへの負担金を加算する。 

 紛争処理支援センターへの負担金（1住戸あたり）（消費税込み・単位：円） 

保険に加入する場合 ３，３００ 

保険に加入しない場合 ４，４００ 

※表９に定める区域における建設住宅性能評価「新築住宅」の申請には上記の料金のほかに、同表に定める料金を加算する。 

２．他の機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた場合 

他の機関で設計住宅性能評価書の交付を受けた場合の評価料金は、上表により算出される額に当該住宅について設計住宅性能評価を行うものとして表

１により算出される額の３分の１の額（１，０００円未満の端数を切り捨てた額）を加算したものとする。 

 

表４ 変更建設住宅性能評価料金表 

変更内容等 変更建設評価料金（消費税込み・単位：円） 

建設住宅性能評価書「新築住宅」の交付を受けた後、変更建設住宅性能評 

価申請を行う場合 

再評価項目１項目につき、再評価申請に係る住宅の床面積の合計に応じ、

表３により算出される額の５分の１の額（１，０００円未満の端数を切り

捨てた額） 

※表９に定める区域における建設住宅性能評価「新築住宅」の申請には上記の料金のほかに、同表に定める料金を加算する。 

 



表５ 室内空気中の化学物質の濃度等を測定する場合の料金表 

対象となる住戸数 

測定料金（１住戸あたり）（消費税込み・単位：円） 

簡易測定方法（測定バッジ等）の場合 標準的な濃度測定方法の場合 

ホルムアルデヒドのみの測定 ホルムアルデヒドを除く特定

測定物質の測定 

ホルムアルデヒドのみの測定 ホルムアルデヒドを除く特定測

定物質の（測定する一物質当り） 

１戸 ３８，５００ ５８，３００ １０４，５００ ２３，１００ 

２～１０戸 ３６，３００ ５５，０００ １０２，３００ ２２，０００ 

１１～３０戸 ３３，０００ ５２，８００ ９９，０００ ２０，９００ 

３１戸～ ３０，８００ ４９，５００ ９３，５００ １９，８００ 

 

表６ 評価書を再交付する場合の料金表 

 （消費税込み・単位：円） 

設計住宅性能評価書を再交付する場合 
再交付評価書１通につき  ５，５００ 

建設住宅性能評価書を再交付する場合 

 

表７ 評価料金を減額する場合の割合 

評価業務規程第３４条該当号 割引率 

（１）～（５） ２０％ 

（６） 
一戸建ての住宅の月間申請件数が５件以上９件以下の場合 １０％ 

一戸建ての住宅の月間申請件数が１０件以上の場合 ２０％ 

（注１）建設住宅性能評価に係る紛争処理支援センターへの負担金は除く。 

（注２）(６)の減額は、設計住宅性能評価に限るものとし、(１)～(５)の減額と併せて適用できるものとする。 

（注３）(１)及び（２）の減額は、評価項目 1-1耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の住宅型式性能認定又は型式住宅部分等製造者認証が適用される場合に

限る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



表８ 建設住宅性能評価「新築住宅」料金を返還する場合に乗ずる率 

返還するに至った時期における現場検査の実施状況 手数料額に乗ずる割合 

第１回目の現場検査が行われていない場合 ０．９０ 

第１回目の現場検査が行われ、第２回検査が行われていない場合 ０．７２ 

第２回目の現場検査が行われ、第３回検査が行われていない場合 ０．５４ 

第３回目の現場検査が行われ、第４回検査が行われていない場合 ０．３６ 

第４回目以降の現場検査が行われ、最終回の現場検査が行われていない場合 ０．１８ 

最終回の現場検査が行われた場合 ０．００ 

 

表９ 区域により評価料金を加算する場合の料金表 

評価料金を加算する区域 加算する料金（消費税込み・単位：円） 

相模原市緑区、南足柄市、足柄上郡山北町、足柄

下郡箱根町、真鶴町、湯河原町、愛甲郡清川村 
検査１回につき １１，０００ 

相模原市（緑区を除く）、小田原市、秦野市、伊

勢原市、中郡大磯町、二宮町、足柄上郡中井町、

大井町、松田町、開成町、愛甲郡愛川町 

検査１回につき １，１００ 

 

 


